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�愛媛県告示第１３７６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ若水店 新居浜市若水町２丁
目６－５

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

平成２３年
９月２８日

平成２３年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ久保田店 新居浜市久保田町１
丁目甲５０１番外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ新居浜本店 新居浜市上泉町甲１９
９６－１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３７７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（８件）………………………９９５

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定…………………………………………１０００

○ 道路の区域変更（県道松山港内宮線）…………………………………１０００

○ 道路の区域変更（県道平田北条線）……………………………………１０００

○ 道路の供用開始（県道松山港内宮線）…………………………………１０００

○ 道路の供用開始（県道平田北条線）……………………………………１００１

○ 指定道路の指定……………………………………………………………１００１

○ 道路の区域変更（県道落合久万線）……………………………………１００１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………１００１

○ 道路の区域変更（県道大内停車場線）…………………………………１００２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………１００２

毎週（火・金）曜日発行 第２３２４号 平成２３年１２月２日

平成２３年１２月２日金曜日 第２３２４号

愛 媛 県 報
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当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ東予店 西条市周布１９０外 大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

平成２３年
９月２８日

平成２３年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ神拝店 西条市神拝甲１７５番
地２

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ西条店 西条市福武字沢ノ前
甲９７１番１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３７８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ三島店 四国中央市寒川町字
神ノ木３５－５外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

平成２３年
９月２８日

平成２３年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ川之江店 四国中央市川之江町
瓢箪山８８３番６外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

愛 媛 県 報平成２３年１２月２日 第２３２４号

９９６
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興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３７９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ今治駅前店 今治市大正町１－２
－３

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

平成２３年
９月２８日

平成２３年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ今治桜井店 今治市東村南１丁目
甲４６－１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ今治松本店 今治市松本町５丁目
１－１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

愛 媛 県 報平成２３年１２月２日 第２３２４号

９９７
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大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ北条店 松山市下難波甲２２７
番２

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

平成２３年
９月２８日

平成２３年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ清住店 松山市清住２丁目１０
５５番地１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ高岡店 松山市高岡町９７－１
外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ立花店 松山市中村５－４２７
－１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ中央通り店 松山市中央１－８７６
－１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ土居田店 松山市空港通１丁目
２１－１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

マルナカ和泉店 松山市和泉北四丁目
１０１５－１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ伊予店 伊予市灘町字西３５５
番１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

平成２３年
９月２８日

平成２３年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

愛 媛 県 報平成２３年１２月２日 第２３２４号

９９８
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ宇和島店 宇和島市保田字若藤
甲８４１－２

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

平成２３年
９月２８日

平成２３年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ大洲店 大洲市若宮１１１６－１
外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 明憲

平成２３年
９月２８日

平成２３年
１１月２２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

愛 媛 県 報平成２３年１２月２日 第２３２４号
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８４号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

伊第
１９号

伊予市宮下１６５３番地３ 岡野 辰哉 伊予市宮下１６５３番地３ 平成２３年１２月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山港内宮線
松山市内宮町甲５１２番１０地先から

同町甲５１２番８まで

旧 １４．８～２３．８ ０．０３６

新 １４．８～２４．９ ０．０３６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 平田北条線
松山市平田町５００番１地先から

同市内宮町甲５１２番８まで

旧 １７．５～４２．７ ０．０７６

新 １７．５～４２．７ ０．０７６

愛 媛 県 報平成２３年１２月２日 第２３２４号
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�愛媛県告示第１３８９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年１２月２日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年１１月２４日

３ 指定道路の位置

東温市横河原字横川３５５番８、３５５番２１、３５５番１２１、３５５番１９９、

３５５番２０３、３５５番２０４及び３５５番２０８

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ５８．２６メートル

� 幅員 ４．２０メートル

�愛媛県告示第１３８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山港内宮線
松山市内宮町甲５１２番１０地先から

同町甲５１２番８まで
平成２３年１２月２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 平田北条線
松山市平田町５００番１地先から

同市内宮町甲５１２番８まで
平成２３年１２月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線

上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地３１５番２地先から

同町菅生３番耕地３１５番４地先まで
旧 ５．１～９．２ ０．０５８

上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地３１５番７から

同町菅生３番耕地３１５番６まで
新 ６．３～２０．４ ０．０５８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地３１５番７から

同町菅生３番耕地３１５番６まで
平成２３年１２月２日

愛 媛 県 報平成２３年１２月２日 第２３２４号

１００１
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�愛媛県告示第１３９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大内停車場線
宇和島市三間町古藤田３６６番地先から

同町大内７６番３地先まで

旧 ５．３～８．３ ０．１５４

新 ６．５～３２．０ ０．１５４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大内停車場線
宇和島市三間町古藤田３６６番地先から

同町大内７６番３地先まで
平成２３年１２月２日

平成２３年１２月２日 発行

愛 媛 県 報平成２３年１２月２日 第２３２４号
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